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○
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に

照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
金
融
庁
告
示
第
二
十
一
号
）【
信
金
告
示
】 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 

行 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
十
五 

（
略
） 

十
六 

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二

十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
同
号
イ
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
取

引 

ロ 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち

同
号
イ
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
取
引 

ハ 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
イ
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
取
引 

十
七
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

上
場
株
式 

取
引
所
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第

十
七
項
に
規
定
す
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、
店
頭

売
買
有
価
証
券
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場

（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品

市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
売
買
さ
れ
て
い
る
株
式
を
い
う
。 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
十
五 

（
略
） 

十
六 

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
五
項
第
六

号
に
規
定
す
る
取
引
を
い
う
。 

     

十
七
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

上
場
株
式 

取
引
所
有
価
証
券
市
場
（
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
取
引
所
有
価
証
券
市

場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
（
証
券
取
引
法
第
六

十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
外
国
有
価
証
券
市
場
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
外
国
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
売
買
さ
れ

て
い
る
株
式
を
い
う
。 
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二
十
三
～
三
十
五 

（
略
） 

三
十
六 

金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
を
い
う
。 

イ 
（
略
） 

（
削
る
） 

  

ロ 

（
略
） 

ハ 

（
略
） 

ニ 

（
略
） 

ホ 

（
略
） 

ヘ 

第
五
十
八
条
に
お
い
て
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い

を
認
め
ら
れ
た
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
及
び
こ
れ

に
準
ず
る
外
国
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
経
営
管
理
会
社
（
国
内

に
本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
法
人
（
銀
行
又

は
銀
行
持
株
会
社
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
当
該
法
人
及
び
当
該
法
人
の
子

会
社
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い

う
。
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
の
う
ち
に
第
一
種

金
融
商
品
取
引
業
者
を
含
み
、
か
つ
、
当
該
法
人
が
作
成
す
る
連
結
財
務

諸
表
に
基
づ
き
合
算
自
己
資
本
及
び
所
要
自
己
資
本
の
計
算
を
行
っ
て
い

る
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
外
国
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

三
十
七
～
七
十
九 

（
略
） 

二
十
三
～
三
十
五 

（
略
） 

三
十
六 

金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
を
い
う
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

日
本
郵
政
公
社
（
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）

に
規
定
す
る
日
本
郵
政
公
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー 

ハ 

（
略
） 

ニ 

（
略
） 

ホ 

（
略
） 

ヘ 

（
略
） 

ト 

第
五
十
八
条
に
お
い
て
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い

を
認
め
ら
れ
た
証
券
会
社
及
び
証
券
持
株
会
社
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー 

          

三
十
七
～
七
十
九 
（
略
） 
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（
算
式
） 

第
二
条 

信
用
金
庫
又
は
海
外
拠
点
（
外
国
に
所
在
す
る
従
た
る
事
務
所
又
は
信

用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
（
信
用
金
庫
連
合
会
が

総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権

を
保
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
在
地
に
お
い
て
常
勤
の

役
員
又
は
従
業
員
を
持
つ
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
し
な
い
信
用
金
庫

連
合
会
の
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う
ち
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
定
め
る
基
準
（
次
条
に
お
い
て
「
連
結

自
己
資
本
比
率
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
に
つ
い
て
、

四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
。 

 

（
算
式
略
） 

 

（
連
結
の
範
囲
） 

第
三
条 

連
結
自
己
資
本
比
率
は
、
連
結
財
務
諸
表
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
連
結
財
務
諸
表

の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第

二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
に
準
じ
て
作
成
す
る
こ

と
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
れ
ぞ
れ
法
第
五

十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二

十
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社
を

子
会
社
（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
（
第
六
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一

項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
金
融
子
会
社
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

 

（
算
式
） 

第
二
条 

信
用
金
庫
又
は
海
外
拠
点
（
外
国
に
所
在
す
る
従
た
る
事
務
所
又
は
信

用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
（
信
用
金
庫
連
合
会
が
総

株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を

保
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
在
地
に
お
い
て
常
勤
の
役

員
又
は
従
業
員
を
持
つ
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
し
な
い
信
用
金
庫
連

合
会
の
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う
ち
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
定
め
る
基
準
（
次
条
に
お
い
て
「
連
結
自

己
資
本
比
率
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
に
つ
い
て
、

四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
。 

 

（
算
式
略
） 

 

（
連
結
の
範
囲
） 

第
三
条 

連
結
自
己
資
本
比
率
は
、
連
結
財
務
諸
表
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
連
結
財
務
諸
表

の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第

二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
に
準
じ
て
作
成
す
る
こ

と
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
れ
ぞ
れ
法
第
五

十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
法
第
五
十
四
条
の
十
七

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社
を
子
会

社
（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し

て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
（
第
六
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
及

び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
金
融
子
会
社
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
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は
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２ 

（
略
） 

 
（
控
除
項
目
） 

第
六
条 

第
二
条
の
算
式
に
お
い
て
控
除
項
目
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計

額
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

 

二 

信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
又
は
連
結
子
法
人
等
が
保
有
し
て
い
る
次

に
掲
げ
る
も
の
の
資
本
調
達
手
段
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
額

を
合
算
し
た
額 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

当
該
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
れ
ぞ
れ
法
第
五
十
四
条
の

二
十
一
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社

（
法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会
社
の
う
ち
同
号

イ
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
も
の
及
び
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一

項
第
十
号
に
定
め
る
会
社
の
う
ち
従
属
業
務
を
専
ら
営
む
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
金
融
業
務
を
営
む
会

社
」
と
い
う
。
）
（
保
険
会
社
等
を
除
く
。
）
を
子
法
人
等
と
し
て
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
子
法
人
等
で
あ
っ
て
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
五
条
第
一

項
各
号
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る
た
め
、
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
も

の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

 

三
～
六 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
控
除
項
目
） 

第
六
条 

第
二
条
の
算
式
に
お
い
て
控
除
項
目
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計

額
と
す
る
。 
 

一 

（
略
） 

 

二 

信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
又
は
連
結
子
法
人
等
が
保
有
し
て
い
る
次

に
掲
げ
る
も
の
の
資
本
調
達
手
段
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
額

を
合
算
し
た
額 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

当
該
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
れ
ぞ
れ
法
第
五
十
四
条
の

十
五
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社
（
法
第

五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会
社
の
う
ち
同
号
イ
に
掲
げ

る
業
務
を
専
ら
営
む
も
の
及
び
法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
十
号
に

定
め
る
会
社
の
う
ち
従
属
業
務
を
専
ら
営
む
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
金
融
業
務
を
営
む
会
社
」
と
い
う
。
）

（
保
険
会
社
等
を
除
く
。
）
を
子
法
人
等
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該

子
法
人
等
で
あ
っ
て
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
五
条
第
一
項
各
号
又
は
第

二
項
に
該
当
す
る
た
め
、
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
も
の
（
イ
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

 

三
～
六 
（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 
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（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
） 

第
十
条 
（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己
資

本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗

じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格
付
手
法
（
第
二
項
に
お

い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計
測
手
法
）
の
使
用
を
開

始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第

五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ

り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採

用
金
庫
が
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
基
礎
的
内

部
格
付
手
法
を
使
用
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
先
進
的
内
部
格
付
手

法
採
用
金
庫
は
、
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
代
え
て
、
先
進
的
内
部
格

付
手
法
の
使
用
を
開
始
す
る
日
の
直
前
に
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
と

し
て
の
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
の
算
出
に
用
い
て
い
た
手
法
を
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
（
第
十
八
条
第
四
項
、
第
三
十
条
第
四
項
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
に

お
い
て
同
じ
。）
。 

５ 

（
略
） 

 

（
算
出
の
方
法
等
） 

第
十
二
条 

単
体
自
己
資
本
比
率
は
、
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
の
財
務

諸
表
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
諸
表
に

 

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資
本

の
下
限
） 

第
十
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
「
旧
所
要
自
己
資

本
の
額
」
と
は
、
第
二
条
に
定
め
る
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗

じ
て
得
た
額
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
六
条
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
内
部
格
付
手
法
（
第
二
項
に
お

い
て
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
先
進
的
計
測
手
法
）
の
使
用
を
開

始
し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
第

五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
に
よ

り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。 

       
５ 
（
略
） 

 

（
算
出
の
方
法
等
） 

第
十
二
条 
単
体
自
己
資
本
比
率
は
、
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
の
財
務

諸
表
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
諸
表
に
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つ
い
て
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
に
準
じ
て
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。 

   

（
基
本
的
項
目
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
中
「
そ
の
他
有
価
証
券
」
と
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
二
十
二

項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
。 

 

（
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
不
算
入
の
特
例
） 

第
二
十
一
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
信
用
金
庫
連
合
会
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に

定
め
る
場
合
に
は
、
第
十
九
条
の
算
式
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
合

計
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相

当
額
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
を
算
入
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

算
式
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
に
係
る
額
を
算
入
し
な
い
場
合
に
は
、

準
補
完
的
項
目
を
算
入
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
。
第
二
十

七
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
五
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
信
用
金
庫
連
合
会
（
以
下

「
特
定
取
引
勘
定
設
置
信
用
金
庫
連
合
会
」
と
い
う
。
） 

次
に
掲
げ
る
条
件

の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合 

イ
～
ハ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

  

（
基
本
的
項
目
） 

つ
い
て
は
、
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）

に
準
じ
て
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
基
本
的
項
目
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
中
「
そ
の
他
有
価
証
券
」
と
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
二
十
一

項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
。 

  

（
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
不
算
入
の
特
例
） 

第
二
十
一
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
信
用
金
庫
連
合
会
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に

定
め
る
場
合
に
は
、
第
十
九
条
の
算
式
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
合

計
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相

当
額
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
を
算
入
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

算
式
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
に
係
る
額
を
算
入
し
な
い
場
合
に
は
、

準
補
完
的
項
目
を
算
入
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

規
則
第
十
五
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
取
引
勘
定
を
設

け
た
信
用
金
庫
連
合
会
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定
設
置
信
用
金
庫
連
合
会
」

と
い
う
。
） 

次
に
掲
げ
る
条
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合 

  
イ
～
ハ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

  

（
基
本
的
項
目
） 
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 第
二
十
二
条 

第
十
九
条
の
算
式
に
お
い
て
基
本
的
項
目
の
額
は
、
会
員
勘
定
（
非

累
積
的
永
久
優
先
出
資
及
び
非
累
積
的
永
久
優
先
株
を
含
み
、
外
部
流
出
予
定

額
並
び
に
次
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
そ
の

他
有
価
証
券
評
価
差
損
、
為
替
換
算
調
整
勘
定
、
新
株
予
約
権
及
び
連
結
子
法

人
等
の
少
数
株
主
持
分
（
当
該
連
結
子
法
人
等
が
株
主
資
本
に
計
上
し
て
い
る

次
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
を
除

く
。
）
の
合
計
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
も
の
と
す

る
。 

一
～
五 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

（
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

第
五
十
七
条 

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
及
び
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外

国
の
会
社
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
当
該
金
融
機

関
が
設
立
さ
れ
た
国
の
中
央
政
府
に
付
与
さ
れ
た
格
付
又
は
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ

ス
ク
・
ス
コ
ア
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号

の
表
の
左
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
無
格
付
の
場
合
に
は
、
百
パ

ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
融
機
関
及
び
銀
行
持
株
会
社
に
対
す
る
円

建
て
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
円
建
て
で
調
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

当
該
主
体
が
信
用
供
与
を
受
け
た
日
か
ら
満
期
ま
で
の
期
間
が
三
月
以
内
で
あ

る
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

第
二
十
二
条 

第
十
九
条
の
算
式
に
お
い
て
基
本
的
項
目
の
額
は
、
会
員
勘
定
（
非

累
積
的
永
久
優
先
出
資
及
び
非
累
積
的
永
久
優
先
株
を
含
み
、
外
部
流
出
予
定

額
並
び
に
次
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
そ
の

他
有
価
証
券
評
価
差
損
、
為
替
換
算
調
整
勘
定
、
新
株
予
約
権
及
び
連
結
子
法

人
等
の
少
数
株
主
持
分
（
当
該
連
結
子
法
人
等
が
株
主
資
本
に
計
上
し
て
い
る

次
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
そ
の
他
有
価
証

券
評
価
差
損
、
為
替
換
算
調
整
勘
定
、
新
株
予
約
権
の
合
計
額
か
ら
次
の
各
号

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

（
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

第
五
十
七
条 

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国

の
会
社
及
び
日
本
郵
政
公
社
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

は
、
当
該
金
融
機
関
が
設
立
さ
れ
た
国
の
中
央
政
府
に
付
与
さ
れ
た
格
付
又
は

カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク
・
ス
コ
ア
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
の
各
号
の
表
の
左
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
無
格
付
の

場
合
に
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
融
機
関
、
銀
行
持
株
会
社
及
び
日
本
郵
政

公
社
に
対
す
る
円
建
て
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
円
建
て
で
調
達
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
主
体
が
信
用
供
与
を
受
け
た
日
か
ら
満
期
ま
で
の
期

間
が
三
月
以
内
で
あ
る
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
。 
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 ３ 

（
略
） 

 
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

第
五
十
八
条 

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
当
該
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
が
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督

委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
又
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
（
金
融
商

品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
を

含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。

経
営
管
理
会
社
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
） 

第
七
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
額 

一 

派
生
商
品
取
引
（
ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
除
く
。）
を
次
の
イ
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
残
存
期
間
に
応
じ
て

区
分
し
当
該
取
引
の
想
定
元
本
額
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
掛
目
（
た
だ
し
、

元
本
を
複
数
回
交
換
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
各
掛
目
を
残
存
交
換
回
数
倍

す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

を
次
の
ロ
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

原
債
務
者
の
種
類
に
応
じ
て
区
分
し
当
該
取
引
の
想
定
元
本
額
に
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
掛
目
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
」
と
い

う
。
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
掛
目 

３ 

（
略
） 

 

（
証
券
会
社
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

第
五
十
八
条 

証
券
会
社
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、

当
該
証
券
会
社
が
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基

準
又
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
（
証
券
会
社
の
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
内
閣
府

令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
二
十
三
号
）
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合

に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。
証
券
持
株
会
社
に
つ
い
て
も
、

同
様
と
す
る
。 

 

（
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
） 

第
七
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
額 

一 

派
生
商
品
取
引
（
ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
除
く
。）
を
次
の
イ
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
残
存
期
間
に
応
じ
て

区
分
し
当
該
取
引
の
想
定
元
本
額
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
掛
目
（
た
だ
し
、

元
本
を
複
数
回
交
換
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
各
掛
目
を
残
存
交
換
回
数
倍

す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

を
次
の
ロ
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

原
債
務
者
の
種
類
に
応
じ
て
区
分
し
当
該
取
引
の
想
定
元
本
額
に
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
掛
目
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
」
と
い

う
。
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
掛
目 
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（
略
） （

注
１
） 

（
略
） 

（
注
２
） 

優
良
債
務
者
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

① 

（
略
） 

② 

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、

銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
、

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
経
営
管
理
会
社
の
う
ち
第

五
十
七
条
又
は
第
五
十
八
条
の
基
準
に
照
ら
し
て
二
十
パ
ー

セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
主
体
並
び
に
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付

に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
が
４
─
３
又
は
５
─
３
以
上

で
あ
る
主
体
を
い
う
。 

（
注
３
） 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 

（
簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
） 

第
八
十
七
条 

簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

適
格
格
付
機
関
が
格
付
を
付
与
し
て
い
な
い
債
券
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
も
の 

イ 

（
略
） 

ロ 

取
引
所
金
融
商
品
市
場
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
又
は
外
国
金
融
商

品
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ
～
ヘ 

（
略
） 

（
略
） （

注
１
） 

（
略
） 

（
注
２
） 

優
良
債
務
者
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

① 

（
略
） 

② 

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、

銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
、

証
券
会
社
及
び
証
券
持
株
会
社
の
う
ち
第
五
十
七
条
又
は
第

五
十
八
条
の
基
準
に
照
ら
し
て
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
主
体
並
び

に
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信

用
リ
ス
ク
区
分
が
４
─
３
又
は
５
─
３
以
上
で
あ
る
主
体
を

い
う
。 

（
注
３
） 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 

（
簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
） 

第
八
十
七
条 

簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

適
格
格
付
機
関
が
格
付
を
付
与
し
て
い
な
い
債
券
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
も
の 

イ 

（
略
） 

ロ 
取
引
所
有
価
証
券
市
場
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
又
は
外
国
有
価
証

券
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ
～
ヘ 

（
略
） 
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六 

指
定
国
の
代
表
的
な
株
価
指
数
（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
市
場
リ
ス
ク
相

当
額
、
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
の
基
準

等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
八
月
十
七
日
金
融
庁
告
示
第
五
十
九
号
）
第

一
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
指
定
国
の
代
表
的
な
株
価
指
数
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
構
成
す
る
株
式
を
発
行
す
る
会
社
の
株
式
等
（
株
式
及
び
株
式
に

転
換
す
る
権
利
を
付
さ
れ
た
社
債
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

七 

（
略
） 

 

（
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
適
用
除
外
） 

第
九
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
「
中
核
的
市
場
参
加
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

一 

（
略
） 

二 

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、
外
国
銀
行
、
銀

行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
、
第
五
十
八
条
に
お

い
て
規
定
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
規
定
さ
れ
て
い
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引

業
者
及
び
経
営
管
理
会
社
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す

る
証
券
金
融
会
社
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十

八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
第
三
号
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
指
定

す
る
短
資
会
社
並
び
に
前
号
に
該
当
し
な
い
国
際
開
発
銀
行 

三
～
五 

（
略
） 

六 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
清
算

機
関 

 

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
）

第
百
五
十
一
条 

事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

六 

指
定
国
の
代
表
的
な
株
価
指
数
（
証
券
会
社
の
自
己
資
本
規
制
に
関
す 

る
内
閣
府
令
別
表
第
六
の
指
定
国
の
代
表
的
な
株
価
指
数
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
構
成
す
る
株
式
を
発
行
す
る
会
社
の
株
式
等
（
株
式
及
び
株
式
に
転

換
す
る
権
利
を
付
さ
れ
た
社
債
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
） 

  

七 

（
略
） 

 

（
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
適
用
除
外
） 

第
九
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
「
中
核
的
市
場
参
加
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

一 

（
略
） 

二 

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、
外
国
銀
行
、
銀

行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
、
日
本
郵
政
公
社
、

第
五
十
八
条
に
お
い
て
規
定
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
規
定
さ
れ
て
い
る
証
券

会
社
及
び
証
券
持
株
会
社
、
証
券
取
引
法
第
二
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る

証
券
金
融
会
社
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
八

年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
第
三
号
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
指
定
す

る
短
資
会
社
並
び
に
前
号
に
該
当
し
な
い
国
際
開
発
銀
行 

三
～
五 

（
略
） 

六 

証
券
取
引
法
第
二
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
清
算
機
関 

  

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
） 

第
百
五
十
一
条 
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
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ッ
ト
の
額
は
、
第
百
五
十
四
条
に
定
め
るPD

、
第
百
五
十
五
条
に
定
め
るL

GD

、

第
百
五
十
六
条
に
定
め
るE

A
D

及
び
第
百
五
十
七
条
に
定
め
る
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ

（M
）
（
た
だ
し
、PD

が
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
は
一
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

を
用
い
て
、
次
の
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算

出
に
要
す
る
所
要
自
己
資
本
率
（K

）
は
第
二
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号

に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る
相
関
係
数
（R

）
及
び
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
調
整
（b

）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
と

す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

所
要
自
己
資
本
率 

 
 

(
)

(
)

(
)

⎥ ⎥⎦ ⎤

⎢ ⎢⎣ ⎡
−⎪⎭ ⎪⎬ ⎫

⎪⎩ ⎪⎨ ⎧
×

⎟⎠ ⎞
⎜⎝ ⎛
−

+
×

−
×

=
−

EL
G

R R
PD

G
R

N
LG

D
K

999
.0

1
1

)
(

5.
0

5.
0

 

 
 
 
 
 

{
}

(
)

{
}b

M
b

×
−

+
×

×
−

×
−

5.
2

1
5.

1
1

1
 

た
だ
し
、
零
を
下
回
る
場
合
は
零
と
す
る
。 

N

｛x

｝
は
、
標
準
正
規
分
布
の
累
積
分
布
関
数
。
た
だ
し
、P

D

が
百
パ
ー

セ
ン
ト
の
場
合
は
一
と
す
る
（
以
下
同
じ
。
）
。 

N

｛x

｝
は
、G(

x)

の
逆
関
数
（
以
下
同
じ
。） 

E
L

は
、PD

にL
GD

を
乗
じ
た
率
。
た
だ
し
、P

D

が
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
場

合
は
、
第
二
百
十
六
条
第
六
項
に
定
め
るE

Ld
ef
au
lt

と
す
る
（
第
百
五

十
三
条
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
。 

 

三
・
四 

（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 

 

（
ダ
ブ
ル
・
デ
フ
ォ
ル
ト
効
果
の
取
扱
い
） 

ッ
ト
の
額
は
、
第
百
五
十
四
条
に
定
め
るPD

、
第
百
五
十
五
条
に
定
め
るL

GD

、

第
百
五
十
六
条
に
定
め
るE

A
D

及
び
第
百
五
十
七
条
に
定
め
る
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ

（M

）
（
た
だ
し
、PD

が
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
は
一
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

を
用
い
て
、
次
の
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算

出
に
要
す
る
所
要
自
己
資
本
率
（K

）
は
第
二
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号

に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る
相
関
係
数
（R

）
及
び
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
調
整
（b

）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
と

す
る
。 

 

一 

（
略
） 

二 

所
要
自
己
資
本
率 

 
 

(
)

(
)

(
)

⎥ ⎥⎦ ⎤

⎢ ⎢⎣ ⎡
−⎪⎭ ⎪⎬ ⎫

⎪⎩ ⎪⎨ ⎧
×

⎟⎠ ⎞
⎜⎝ ⎛
−

+
×

−
×

=
−

EL
G

R R
PD

G
R

N
LG

D
K

999
.0

1
1

)
(

5.
0

5.
0

 

 
 
 
 
 

{
}

(
)

{
}b

M
b

×
−

+
×

×
−

×
−

5.
2

1
5.

1
1

1
 

た
だ
し
、
零
を
下
回
る
場
合
は
零
と
す
る
。 

N

｛x

｝
は
、
標
準
正
規
分
布
の
累
積
分
布
関
数
。
た
だ
し
、P

D

が
百
パ
ー

セ
ン
ト
の
場
合
は
一
と
す
る
（
以
下
同
じ
。
）
。 

N

｛x

｝
は
、G(

x)

の
逆
関
数
（
以
下
同
じ
。） 

E
L

は
、PD

にL
GD

を
乗
じ
た
率
。
た
だ
し
、P

D

が
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
場

合
は
、
第
二
百
十
六
条
第
六
項
に
定
め
るEL

di
lu
ti
on

と
す
る
（
以
下
同

じ
。
）
。 

 
三
・
四 

（
略
） 

２
～
７ 
（
略
） 

 

（
ダ
ブ
ル
・
デ
フ
ォ
ル
ト
効
果
の
取
扱
い
） 
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 第
百
五
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
追
加
的
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 
保
証
人
又
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
が
、
第
五
十
七
条
若
し
く
は
第
五

十
八
条
に
掲
げ
る
主
体
又
は
保
険
会
社
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し

く
は
外
国
保
険
業
者
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
業
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
信
用
リ
ス
ク
の
削
減
を
目
的
と
す
る
保
証
又
は
ク
レ
ジ

ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
条
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
。 

イ 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
若
し
く

は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
含

む
。
）
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ

た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
が
４
─
３
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
付
さ
れ
て
か
ら
算
出
基
準

日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
点
に
お
い
て
、
４
─
２
以
上
の
信
用
リ
ス
ク
区

分
（
第
五
十
七
条
又
は
第
五
十
八
条
に
掲
げ
る
主
体
の
格
付
に
つ
い
て
は
、

第
五
十
九
条
第
一
項
の
表
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
応
す
るPD

に
相
当
す
るPD

が
割
り
当
て
ら
れ
た
内
部
格
付
が

付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

（
略
） 

 

四
～
九 

（
略
） 

３ 

ダ
ブ
ル･

デ
フ
ォ
ル
ト
効
果
を
適
用
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ク･

ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
条
に
定
め
るPD

、
第
百
五
十
五
条
に
定
め
るL

GD

、

第
百
五
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
追
加
的
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

保
証
人
又
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
が
、
第
五
十
七
条
若
し
く
は
第
五

十
八
条
に
掲
げ
る
主
体
又
は
保
険
会
社
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し

く
は
外
国
保
険
業
者
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
業
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
信
用
リ
ス
ク
の
削
減
を
目
的
と
す
る
保
証
又
は
ク
レ
ジ

ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
条
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
。 

イ 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定
め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
若
し
く

は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
（
証
券
会
社
の
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
内
閣
府

令
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付

与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
が
４
─
３
以
上
で
あ
る
こ

と
。 

ロ 

保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
付
さ
れ
て
か
ら
算
出
基
準

日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
点
に
お
い
て
、
４
─
２
以
上
の
信
用
リ
ス
ク
区

分
（
金
融
機
関
又
は
証
券
会
社
（
第
五
十
八
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
格
付
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
九
条
第
一
項
の
表
を
準
用
す
る

も
の
と
す
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る

PD

に
相
当
す
る

P
D

が
割
り
当
て
ら
れ
た
内
部
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

（
略
） 

 

四
～
九 
（
略
） 

３ 

ダ
ブ
ル･
デ
フ
ォ
ル
ト
効
果
を
適
用
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ク･

ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
条
に
定
め
るPD

、
第
百
五
十
五
条
に
定
め
るL

GD

、
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第
百
五
十
六
条
に
定
め
るE

A
D

及
び
第
百
五
十
七
条
に
定
め
る
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ

（M

）
（
た
だ
し
、
保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
のM

を
用
い
る
も
の

と
し
、
一
年
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
）
を
用
い
て
、
次
の
第
一
号
に
掲
げ

る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る
ダ
ブ
ル
・
デ
フ
ォ
ル

ト
効
果
を
勘
案
し
た
所
要
自
己
資
本
率
（K

DD

）
は
第
二
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ

り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る
所
要
自
己
資
本
率
（Ko

）
は
第
三

号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る
相
関
係
数

(
R)

及
び
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
調
整
（b

）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
号
及
び
第
五
号
に
よ

り
算
出
さ
れ
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

所
要
自
己
資
本
率

(
)

(
)

(
)

⎥ ⎥⎦ ⎤

⎢ ⎢⎣ ⎡
−

⎪⎭ ⎪⎬ ⎫

⎪⎩ ⎪⎨ ⎧
×

⎟⎠ ⎞
⎜⎝ ⎛
−

+
×

−
×

=
−

EL
G

R R
PD

G
R

N
LG

D
K

o
g

o
999
.0

1
1

)
(

5.
0

5.
0

 

{
}

(
)

{
}b

M
b

×
−

+
×

×
−

×
−

5.
2

1
5.

1
1

1
 

L
GD

g

は
、
被
保
証
債
権
若
し
く
は
原
債
権
の
債
務
者
のL

GD

又
は
保
証
人
若

し
く
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
のL

GD

の
う
ち
、
当
該
取
引
の
性
質
に

照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
数
値 

P
Do

は
、
被
保
証
債
権
又
は
原
債
権
の
債
務
者
のP

D
 

 
 
E
L

は
、PD

o

にLG
Dg

を
乗
じ
た
率 

 

四
・
五 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
） 

第
百
五
十
六
条
に
定
め
るE

A
D

及
び
第
百
五
十
七
条
に
定
め
る
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ

（M

）
（
た
だ
し
、
保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
のM

を
用
い
る
も
の

と
し
、
一
年
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
）
を
用
い
て
、
次
の
第
一
号
に
掲
げ

る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る
ダ
ブ
ル
・
デ
フ
ォ
ル

ト
効
果
を
勘
案
し
た
所
要
自
己
資
本
率
（K

DD

）
は
第
二
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ

り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る
所
要
自
己
資
本
率
（Ko

）
は
第
三

号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る
相
関
係
数

(
R)

及
び
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
調
整
（b

）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
号
及
び
第
五
号
に
よ

り
算
出
さ
れ
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

所
要
自
己
資
本
率

(
)

(
)

(
)

⎥ ⎥⎦ ⎤

⎢ ⎢⎣ ⎡
−

⎪⎭ ⎪⎬ ⎫

⎪⎩ ⎪⎨ ⎧
×

⎟⎠ ⎞
⎜⎝ ⎛
−

+
×

−
×

=
−

EL
G

R R
PD

G
R

N
LG

D
K

o
g

o
999
.0

1
1

)
(

5.
0

5.
0

 

{
}

(
)

{
}b

M
b

×
−

+
×

×
−

×
−

5.
2

1
5.

1
1

1
 

L
GD
g

は
、
被
保
証
債
権
若
し
く
は
原
債
権
の
債
務
者
のL

GD

又
は
保
証
人
若

し
く
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
のL

GD

の
う
ち
、
当
該
取
引
の
性
質
に

照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
数
値 

P
Do

は
、
被
保
証
債
権
又
は
原
債
権
の
債
務
者
のP

D
 

 
 
E
L

は
、PD

o

にLG
Dg

を
乗
じ
た
率
。
た
だ
し
、P

Do

が
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
場

合
は
第
二
百
十
六
条
第
六
項
に
定
め
るEL

de
fa
ul
t

と
す
る
。 

四
・
五 

（
略
） 

４ 
（
略
） 

 

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
） 
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 第
百
六
十
六
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
と

き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い

る
限
り
に
お
い
て
、
前
条
第
七
項
に
定
め
る
「
内
部
モ
デ
ル
手
法
」
を
準
用
し

て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
「
株
式
」
及
び
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
証
明
又
は
そ

れ
に
準
じ
る
外
部
監
査
を
、
年
一
回
以
上
の
頻
度
で
受
け
て
い
る
こ
と
。 

 

三 

（
略
） 

５
・
６ 

（
略
） 

 

（
見
積
残
存
価
額
部
分
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
） 

第
百
七
十
六
条 

（
略
） 

２ 

第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
見
積
残
存
価
額
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・

ア
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
事
業
法
人
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
り
、
「
被
保
証
債
権
」
と
あ
り
、
及
び
「
原
債
権
」
と

あ
る
の
は
「
見
積
残
存
価
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
百
六
十
六
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
直
接
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
と

き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い

る
限
り
に
お
い
て
、
前
条
第
七
項
に
定
め
る
「
内
部
モ
デ
ル
手
法
」
を
準
用
し

て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
「
株
式
」
及
び
「
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
証
券
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
証
明
又
は
そ
れ
に

準
じ
る
外
部
監
査
を
、
年
一
回
以
上
の
頻
度
で
受
け
て
い
る
こ
と
。 

 

三 

（
略
） 

５
・
６ 

（
略
） 

 

（
見
積
残
存
価
額
部
分
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
） 

第
百
七
十
六
条 

（
略
） 

２ 
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
見
積
残
存
価
額
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・

ア
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
事
業
法
人
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
り
、
「
被
保
証
債
権
」
と
あ
り
、
及
び
「
原
債
権
」
と

あ
り
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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（
金
利
リ
ス
ク
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
） 

第
二
百
八
十
四
条 

第
二
百
八
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
金
利
リ
ス
ク
・
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
個
別
リ
ス
ク
の
額
は
、
債
券
等
の
銘
柄
ご
と
の
ネ
ッ
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の

額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
国
政
府

又
は
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
の
発
行
す
る
円
建
て
の
債
券
等
の
う
ち
円
建
て

で
調
達
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
零
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
略
） 

（
注
１
） 

（
略
） 

（
注
２
） 

「
優
良
債
」
と
は
、
公
共
部
門
又
は
国
際
開
発
銀
行
の
発
行

し
た
債
券
等
、
金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
、
銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の

会
社
、
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
経
営
管
理
会
社
の
発

行
し
た
債
券
等
の
う
ち
第
五
十
七
条
又
は
第
五
十
八
条
の
基
準

に
照
ら
し
て
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
並
び
に
適
格
格
付
機
関
に
よ
り

付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
が
４
─
３
又

は
５
─
３
以
上
で
あ
る
債
券
等
を
い
う
。 

２ 

（
略
） 

 

（
株
式
リ
ス
ク
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
） 

第
二
百
八
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

同
一
の
株
価
指
数
の
先
物
取
引
に
つ
い
て
、
異
な
る
日
付
又
は
異
な
る
取
引

（
金
利
リ
ス
ク
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
） 

第
二
百
八
十
四
条 

第
二
百
八
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
金
利
リ
ス
ク
・
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
個
別
リ
ス
ク
の
額
は
、
債
券
等
の
銘
柄
ご
と
の
ネ
ッ
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の

額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
国
政
府

又
は
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
の
発
行
す
る
円
建
て
の
債
券
等
の
う
ち
円
建
て

で
調
達
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
零
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
略
） 

（
注
１
） 

（
略
） 

（
注
２
） 

「
優
良
債
」
と
は
、
公
共
部
門
又
は
国
際
開
発
銀
行
の
発
行

し
た
債
券
等
、
金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
、
銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の

会
社
、
証
券
会
社
及
び
証
券
持
株
会
社
の
発
行
し
た
債
券
等
の

う
ち
第
五
十
七
条
又
は
第
五
十
八
条
の
基
準
に
照
ら
し
て
二
十

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
も
の
並
び
に
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付

に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
が
４
─
３
又
は
５
─
３
以
上
で

あ
る
債
券
等
を
い
う
。 

２ 

（
略
） 

 
（
株
式
リ
ス
ク
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
） 

第
二
百
八
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

同
一
の
株
価
指
数
の
先
物
取
引
に
つ
い
て
、
異
な
る
日
付
又
は
異
な
る
取
引
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所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
及
び

商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
商
品
取
引
所
並
び
に
海
外
に
お
け
る
こ
れ
ら
と
類
似
の
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
裁
定
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
方
の
取

引
に
つ
い
て
の
み
個
別
リ
ス
ク
の
額
を
算
出
し
、
他
方
の
取
引
に
つ
い
て
は
個

別
リ
ス
ク
の
額
を
算
出
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

  

附 

則 

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
） 

第
九
条 

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
前
に
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に

な
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
並
び
に
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に

先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
で

あ
っ
て
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
の
開
始
の
直
前
ま
で
旧
告
示
に
よ
り
自

己
資
本
比
率
を
計
算
し
て
い
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
及
び
平
成
二

十
年
三
月
三
十
一
日
に
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金
庫
又
は
信

用
金
庫
連
合
会
は
、
新
告
示
第
十
条
、
第
十
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第
四
十
一

条
に
代
え
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
つ
い
て
、
旧
所
要
自
己
資
本

の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己

資
本
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
内
部
格

付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
金
庫
又
は
海
外
拠
点
を
有
す

る
信
用
金
庫
連
合
会
以
外
の
信
用
金
庫
連
合
会
に
お
い
て
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
）

で
除
し
て
得
た
額
を
自
己
資
本
比
率
の
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金
庫
若
し

所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
、
商
品
取
引
所

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
商

品
取
引
所
及
び
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
所
並
び
に
海
外
に
お
け
る
こ
れ
ら
と
類

似
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
裁
定
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
一
方
の
取
引
に
つ
い
て
の
み
個
別
リ
ス
ク
の
額
を
算
出
し
、
他
方
の
取
引

に
つ
い
て
は
個
別
リ
ス
ク
の
額
を
算
出
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附 

則 

（
移
行
期
間
中
に
お
け
る
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始

に
伴
う
所
要
自
己
資
本
の
下
限
の
特
則
） 

第
九
条 

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
前
に
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に

な
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
先
進

的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
で
あ
っ

て
先
進
的
内
部
格
付
手
法
の
使
用
の
開
始
の
直
前
ま
で
旧
告
示
に
よ
り
自
己
資

本
比
率
を
計
算
し
て
い
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
及
び
平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日
に
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金

庫
連
合
会
は
、
新
告
示
第
十
条
、
第
十
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第
四
十
一
条
に

代
え
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
つ
い
て
、
旧
所
要
自
己
資
本
の
額

に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
新
所
要
自
己
資
本

の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回
る
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
内
部
格
付
手

法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
す
る
信
用
金
庫
又
は
海
外
拠
点
を
有
す
る
信

用
金
庫
連
合
会
以
外
の
信
用
金
庫
連
合
会
に
お
い
て
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
で

除
し
て
得
た
額
を
自
己
資
本
比
率
の
算
式
の
分
母
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金
庫
若
し
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く
は
信
用
金
庫
連
合
会
又
は
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金

庫
若
し
く
は
信
用
金
庫
連
合
会
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
の
後
に

先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
又
は
先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信

用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
に
関
し
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的

計
測
手
法
の
使
用
の
開
始
の
日
以
降
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
新
告
示

第
十
条
、
第
十
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
と
す
る
。 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

く
は
信
用
金
庫
連
合
会
又
は
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金

庫
若
し
く
は
信
用
金
庫
連
合
会
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
の
後
に

先
進
的
計
測
手
法
採
用
金
庫
に
な
る
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
に
関

し
、
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
の
開
始
の
日
以
降
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
代
え

て
、
新
告
示
第
十
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第

四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
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